
事務手数料（消費税込）

融資金額✕ 2.2％

最低事務手数料220,000円

★実行金利は毎月改定されます。
★ご融資金利は、ご融資実行時の
金利が適用されます。

[※実質年率15.0％以下]

〇融資率／フラット50に係る融資上限率を借入価格の９０％とします。なおフラット３５との併せ融資をご利用いただくことで、物件価格の100％までの融資がご利用頂けます。

※次の①及び②の要件を満たす方が優良住宅取得支援制度の対象となります。①【フラット35】Sの受付期間中に【フラット３５】Sの借入申込みを行った方(受付終了日は3週間前迄に機構HPのフラット３５サイト
で告知されます。)②フラット３５の技術基準に加えて優良住宅取得支援制度の基準に適合していることを証明する「適合証明書」を当社に提出された方（提出は①の受付終了後でもかまいません。）

※㈱ファミリーライフサービスの審査、ローンを買い取ることを予定している住宅金融支援機構の審査
又は提携金融機関の審査の結果によってはローンご利用のご希望に添えない場合がございますのでご了承ください

新機構団信付きの【フラット５０】の借入金利+０．１８％

新機構団信付きの【フラット５０】の借入金利+０．２４％

新機構団信(デュエット(ペア連生団信))の場合

新3大疾病付機構団信の場合

【フラット３５】 元利均等毎月払い・元金均等毎月払い(６月毎ボーナス併用可)／毎月５日にお客様の預金口座から口座振替により返済(休日の場合
翌金融機関営業日)※約定返済日は毎月１３日/遅延損害金：年率１４．５％／住宅金融支援機構による第１順位抵当権設定/融資期間：①②のいず
れか短い方①３６年(４３１回)以上５０年(６００回)以内[１年単位]②完済時年齢が８０歳となるまでの年数/実質年率１５．０％以下／借入期間フラット５
０の場合５０年繰上返済無の場合です。)／保証人不要／貸付限度額８，０００万円以内

(注1)上記の借入金利は、新機構団信付きの【フラット50】の借入金利です。
加入する団体信用生命保険の種類に応じて【フラット50】の借入金利は異なります。

(注2)健康上の理由その他の事情で団体信用生命保険に加入されない場合は、「新機構団信付きの【フラット５０】の借入金利-0.2％」でご利用いただけます。
(注3)維持保全型とは、維持保全・維持管理に配慮した住宅や既存住宅の流通に資する住宅を取得する場合に借入金利を一定期間引き下げる制度です。
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※いずれの場合も事務手数料を含む実質年率は15.0％以下です。

0.75

0.75

2025年

月

2.100％

1.990％

6

■広告有効期限：2025年6月30日


